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▶通学手段として利用するコミュニティバス（イメージ）
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小型バス等の

来年４月開校　新中学校への通学の充実を図るため

　

本
補
正
予
算
は
、
４
月
１

日
付
け
職
員
の
人
事
異
動
に

伴
う
職
員
給
与
費
の
組
み
替

え
及
び
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
導
入
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

改
修
事
業
費
の
追
加
、
来
年

４
月
に
開
校
す
る
新
中
学
校

へ
の
通
学
手
段
の
確
保
を
踏

ま
え
た
地
域
公
共
交
通
の
整

備
・
充
実
を
図
る
た
め
の
小

型
バ
ス
等
の
購
入
整
備
事
業

費
な
ど
を
追
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
専
門
的
知
識
と
経

験
及
び
見
識
に
基
づ
い
た
助

言
・
指
導
を
得
る
た
め
に
非

常
勤
特
別
職
の
参
与
を
本
年

７
月
か
ら
新
た
に
設
置
す
る

た
め
の
関
係
予
算
を
計
上
し

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
結
果
、
１
億
２
７
４

３
万
３
千
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
は
73
億
７
４
１
７
万

７
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

●
平
成
26
年
度 

一
般
会
計
補
正
予
算  

▼
全
員
賛
成
で
可
決

疑
か
ら

質商
工
振
興
費
の
備
品

購
入
費
の
中
身
は
。

　

商
工

振
興
費
備
品
購
入
費
の
５
０

９
４
万
２
千
円
の
内
訳
は
、

バ
ス
の
購
入
費
と
し
て
予
算

計
上
し
て
い
ま
す
。

　

新
中
学
校
の
開
校
に
伴

い
、
バ
ス
通
学
の
対
象
と
な

る
生
徒
の
た
め
に
、
36
人
乗

り
小
型
バ
ス
２
台
、
14
人
乗

り
ワ
ゴ
ン
車
２
台
を
購
入
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
内
訳
は
、
小
型
バ
ス
１
台

２
０
４
７
万
円
、
ワ
ゴ
ン
車

１
台
５
０
０
万
円
と
し
て
見

積
も
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
地
域
公
共
交
通

で
す
の
で
、
一
般
の
方
も

乗
っ
て
い
た
だ
く
有
料
の
バ

ス
で
す
。

問地
域
振
興
課
長

１
億
２
７
４
３
万
円
を
追
加

購入整備事業費追加
　　６月定例会は、６月４
日から17 日までの 14 日
間の会期で開催され、町
長から提案された 12 議
案を審議しました。

6月
定例会
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社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

導
入
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

改
修
事
業
費
等
追
加

■
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
制
度
と
は

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
（
年
金
、

雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確

定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
）
の
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に
限
っ

て
、
個
人
番
号
が
利
用
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
シ
ス
テ
ム
開
発

委
託
料
の
中
身
は
。

シ
ス
テ
ム
の

一
番
大
き
な
改
修
に
な
る
の

は
、
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ

ム
で
す
。
番
号
制
に
よ
り
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
改
修
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
伴
い
、
税
務
の
シ

ス
テ
ム
、
生
活
保
護
、
児
童

福
祉
シ
ス
テ
ム
、
国
民
健
康

保
険
シ
ス
テ
ム
、
後
期
高
齢

者
医
療
シ
ス
テ
ム
、
健
康
管

理
シ
ス
テ
ム
、
国
民
年
金
シ

ス
テ
ム
と
、
番
号
に
係
わ
る

全
て
の
も
の
、
社
会
福
祉
に

関
係
す
る
シ
ス
テ
ム
が
改
修

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

住
基
カ
ー
ド
を
持
っ

て
い
な
い
方
と
の
関

係
は
あ
る
の
か
。住

基
カ
ー
ド

と
は
全
く
別
の
シ
ス
テ
ム
と

な
り
ま
す
。

　
運
用
開
始
は
、
平
成
28
年

１
月
か
ら
と
な
り
ま
す
の

で
、
申
し
込
ま
れ
れ
ば
、
住

基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
く

と
も
番
号
制
の
カ
ー
ド
は
交

付
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

住
基
ネ
ッ
ト
の
カ
ー
ド

は
、
番
号
制
の
カ
ー
ド
が
発

行
さ
れ
れ
ば
、
な
く
な
る
予

定
で
す
。

問総
務
課
長

問総
務
課
長

国民健康保険事業を県へ統合予定
平成 29 年度より

平
成
25
年
度
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会

計
の
単
年
度
の
収
支
額
は
。

単
年
度

収
支
は
、
歳
入
歳
出
差
引
で

３
５
０
６
万
１
千
円
の
赤

字
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、

事
業
運
営
を
県
へ
統

合
す
る
話
も
あ
る
が
、
町
に

は
、
２
億
円
近
い
累
積
赤
字

が
あ
る
が
、
事
務
レ
ベ
ル
で

統
合
に
向
け
た
話
し
合
い

の
状
況
は
。

話
し
合

い
自
体
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で

は
深
く
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

県
に
移
行
さ
れ
た
場
合
の

こ
と
を
前
提
に
、
標
準
保
険

料
の
試
算
と
影
響
の
分
析

を
行
う
と
い
う
作
業
を
今

か
ら
入
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
だ
け
の
歳
入
不

足
を
、
県
が
面
倒
を

み
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

る
が
、
統
合
が
平
成
29
年
か

ら
と
い
う
事
で
あ
れ
ば
こ

れ
を
ど
う
解
消
し
て
い
く

の
か
。

本
町
は
保
険
料
か

ら
見
て
も
、
県
下
で
も
２
番

目
、
３
番
目
ぐ
ら
い
の
高
額

な
負
担
を
町
民
の
皆
さ
ん

方
に
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

来
年
の
10
月
か
ら
消
費

税
が
２
％
上
が
る
と
い
う

よ
う
な
中
で
、
町
民
の
皆
さ

ん
に
負
担
さ
せ
て
い
い
の

か
と
い
う
、
本
当
に
悩
ま
し

い
と
こ
ろ
で
す
。

　
町
村
会
で
も
政
府
に
、
起

債
を
上
げ
て
で
も
分
割
に

し
て
も
ら
う
こ
と
や
、
手
当

を
国
か
ら
出
し
て
も
ら
う

こ
と
な
ど
の
要
望
も
行
っ

て
い
る
状
況
で
す
。

保
険
健
康
課
長

問

●専決処分の承認（平成 26年度国民健康保険事業特別会計補正予算）
▶全員賛成で可決

保
険
健
康
課
長

問

問町
長

疑
か
ら

質

疑
か
ら

質
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本
年
７
月
か
ら
特
別
職
の
参
与
を
設
置

鞍
手
の
と
び
ら
、
防
災
関
係
を
担
当
し
、
政
策
推
進
に
関
与

反
対
討
論

　

対
外
的
に
も
臨
時
職
員

で
な
く
、
参
与
と
い
う
格

付
け
は
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
要
綱
は
行
政

機
関
内
部
に
お
け
る
内
規

で
あ
っ
て
、
法
規
と
し
て

の
性
質
を
持
た
ず
、
柔
軟

に
対
応
で
き
、
変
更
も
容

易
で
議
会
の
議
決
も
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

　

権
利
を
制
限
し
、
義
務

を
課
す
場
合
に
は
、
自
治

体
の
法
律
で
あ
る
条
例
で

制
定
す
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
参

与
設
置
に
つ
い
て
、
要
綱

で
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

反
対
し
ま
す
。熊

井　
照
明

▼
賛
成
８
、
反
対
２
で
可
決

設
置
条
例
は
必
要
な

い
の
か
。

参
与
は
、

地
方
公
務
員
法
に
規
定
さ

れ
た
非
常
勤
特
別
職
で
す
。

　

参
与
の
設
置
に
関
す
る

要
綱
を
規
定
し
、
今
回
の
条

例
の
一
部
改
正
で
対
応
し

て
い
ま
す
の
で
、
設
置
条
例

は
作
っ
て
い
ま
せ
ん
。

参
与
の
職
務
内
容

は
。

職
務
内

容
は
、
町
民
相
談
室
「
鞍
手

の
と
び
ら
」
と
、
専
門
的
な

知
識
か
ら
防
災
関
係
は
引

き
続
き
担
当
し
て
い
た
だ

問 問総
務
課
長

総
務
課
長

き
、
そ
の
外
に
も
町
長
の
要

請
に
応
じ
て
重
要
な
政
策
の

推
進
に
関
与
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。　
現
在
、

「
鞍
手
の
と
び
ら
」
の
嘱
託

職
員
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

参
与
と
い
う
職
位
を

与
え
た
理
由
は
。

平
成
25
年

６
月
か
ら
「
鞍
手
の
と
び
ら
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
者
か
ら
嘱
託
職
員
が

対
応
す
る
こ
と
に
対
し
て
の

意
見
が
多
数
あ
り
、
ま
た
、

嘱
託
職
員
と
い
う
身
分
で
は

対
応
し
が
た
い
も
の
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
見
直
し
が
必
要

と
検
討
を
し
た
結
果
、
町
長

直
轄
の
特
別
職
と
判
断
し
ま

し
た
。

問総
務
課
長

さ
せ
て
、
各
課
は
私
の
政
策

を
進
め
る
と
い
う
役
割
分

担
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

参
与
の
職
務
に
対
す

る
権
限
、
責
任
は
。

権
限
は
あ
く
ま
で

私
に
進
言
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
課
長
に
対
し
命
令

指
揮
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

問町
長

具
体
的
な
仕
事
内
容

は
。今

ま
で
は
、
町
民

の
ク
レ
ー
ム
は
各
課
が
対
応

を
し
て
い
ま
し
た
。

　

ク
レ
ー
ム
処
理
に
当
た
る

と
な
る
と
、
政
策
が
先
に
進

ま
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
私
は
昨
年
「
鞍
手

の
と
び
ら
」
を
作
っ
て
、
そ

こ
に
ク
レ
ー
ム
処
理
を
集
中

問 町長部局のイメージ図

町
長

参
与

副
町
長

総
務
課

政
策
推
進
課

地
域
振
興
課

税
務
住
民
課

保
険
健
康
課

福
祉
人
権
課

農
政
環
境
課

建
設
課

会
計
課

上
下
水
道
課

疑
か
ら

質 報
酬
は
、
月
額
32
万
円

町
長



　本条例改正は、外国法人に関する規定整理に
伴う所要の規定の整備や、地方法人税の創設に
伴う法人町民税の法人税割の標準税率引き下

げ、更には軽自動車税の引き上げや耐震改修家
屋等に対する固定資産税の減額などが導入され
ることに伴い、改正されました。
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軽自動車税が増税
平成 27年４月以降の新車購入より

●税条例等の一部を改正する条例 ▶全員賛成で可決

軽自動車税、増税いつから？
いくら値上げするの？金額や対象は？

Ｑ：軽自動車税の金額は、いくらに
　　値上げされるの？

Ａ：軽自動車税は、現在の 7,200 円から１.5 倍の 10,800
　　円に値上げとなります。

町
民
に
直
接
影
響
が

あ
る
部
分
は
。軽

自
動

車
税
の
税
率
の
引
き
上
げ

は
、
平
成
27
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
か
ら
引
き
上
げ
に
な

り
ま
す
が
、
三
輪
以
上
の
軽

自
動
車
は
、
平
成
27
年
４

月
１
日
、
来
年
の
４
月
１
日

以
降
に
初
め
て
検
査
登
録
を

し
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

に
購
入
さ
れ
た
軽
自
動
車

は
、
現
在
の
税
率
が
そ
の
ま

ま
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
古
い
年
式
の
軽
自

動
車
は
、
初
め
て
登
録
を
し

て
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
月

の
属
す
る
年
度
の
次
の
年

度
、
つ
ま
り
、
年
度
で
言

う
と
14
年
度
を
超
し
た
も
の

は
、
概
ね
20
％
の
重
課
税
率

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問税
務
住
民
課
長

Ｑ：軽自動車税の増税はいつから？ Ａ：平成 27 年 4 月以降に購入した新車の軽自動車税が増
　　税となります。

Ｑ：軽自動車の増税対象の車は？ Ａ：平成 27 年 4 月以降に購入した新車に限定し、既存の
　　車はそのままです。

Ｑ：所有者が実際に増税した軽自動
　　車税を納める時期はいつから？

Ａ：増税した軽自動車税を納める時期は、平成 28 年 4 月
　　以降となります。

Ｑ：自家用貨物車・営業用乗用車
　　営業用貨物車は、いくら増税？

Ａ：農業や中小企業に配慮し、約 1.25 倍に増税されます。
　自家用貨物車 5,000 円　営業用乗用車 6,900 円　営業用貨物車 3,800 円

Ｑ：ミニバイクやオートバイの
　　軽自動車税も値上げされるの？

Ａ：二輪車も約 1.5 倍に値上げされます。
　　50cc 以下のミニバイク：1,000 円から 2,000 円に値上げ
　　250cc を超す小型二輪車：4,000 円から 6,000 に値上げ

Ｑ：対象者は新車だけだから、古い
　　軽自動車なら増税されないの？

Ａ：既存の軽自動車の増税は据え置きますが、新車として
　　購入されてから 13 年を経過した車は、約 20％増税と
　　なります。

疑
か
ら

質
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事業所の固定資産税を免除
　鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づ
く、平成 26 年度固定資産税の課税免除の申
請が６社からありました。
　工場等設置奨励に関する条例では、町内の

事業所が工場等の新設及び増設を行い、産業
の振興と雇用の促進を図ることに対し、固定
資産税の課税免除が３年間適用されます。

納税義務者 課税免除額 課税免除年度 新増設の
区　　分

藤井精工㈱
444,000 第 3 年度 増設

1,067,700 第 2 年度 増設
2,493,700 第 1 年度 新設

㈱エム・ケイ食品 1,937,300 第 1 年度 新設
㈱永　　和 1,012,900 第 1 年度 新設
芝浦特機㈱ 12,512,300 第 1 年度 新設
㈱セコンド 1,730,100 第 1 年度 新設

ヤマト電気㈱ 2,677,300 第 1 年度 新設

●
平
成
26
年
度
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　
補
正
予
算

●
平
成
26
年
度
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

●
平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

　
補
正
予
算

●
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更

●
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給

　
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
地
方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て
病
院
の
重
要
な
財
産
に

　
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

そ
の
他
の
議
案▼

全
員
賛
成
で
可
決

▶全員賛成で可決
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知
り
た
い
こ
と
望
む
こ
と

　一般質問とは、町長から提出された議案以外に、行政に対する疑問点
について質問することです。

４人が
一般質問

4．宇田川　亮　議員・・・・・・・・・・・・・・・・11　

・公共施設の除草・剪定工事について、管理者からの聞き取りは。
・電動車いす等の安全通行確保は。

・中学校の改修工事と通学路の整備状況は。
・南北中学校の教職員や生徒達の交流状況は。
・新中学校の教育方針は。
・各小学校の校庭舗装は。

1．須山　由紀生　議員・・・・・・・・・・・・・・・8　
・「子ども・子育て会議」の構成は。
・会議内容や今後の予定は。
・学童保育指導員の処遇の改善は。

3．田中　二三輝　議員・・・・・・・・・・・・・・・10　

2．熊井　照明　議員・・・・・・・・・・・・・・・・9　
・本町の空き家等の現状把握は。
・老朽化した家屋等に対する苦情や相談件数と、その後の対策は。
・空き家等の適正管理に関する条例を制定する考えは。
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須山 由紀生 議員

▶剣南学童保育

「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
」
に
よ
り

設
置
さ
れ
た
「
鞍
手
町
子
ど

も
・
子
育
て
会
議
」
の
設
置

時
期
や
委
員
の
メ
ン
バ
ー
構

成
、
ま
た
、
委
員
選
出
の
経

緯
等
は
。

 

メ
ン
バ

ー
構
成
は
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
に
関
し
、
見
識
を
有

し
て
い
る
方
と
し
て
、
町
議

会
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

協
議
会
、
小
学
校
教
頭
会
の

各
代
表
の
３
人
。

　

子
ど
も
の
保
護
者
と
し

て
、
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
学
童

問児
童
人
権
班
長

保
育
所
、
公
立
保
育
所
の
各

保
護
者
の
代
表
の
５
人
。

　

事
業
に
従
事
す
る
も
の
と

し
て
、
私
立
幼
稚
園
、
私
立

保
育
園
、
公
立
保
育
所
の
各

代
表
の
３
人
。

　

そ
の
他
、
町
長
が
必
要
と

認
め
る
も
の
と
し
て
、
社
会

福
祉
協
議
会
、
子
ど
も
会
連

絡
協
議
会
の
各
代
表
の
２
人

計
13
人
で
構
成
し
て
い
ま

す
。

「
鞍
手
町
子
ど
も
・
子

育
て
会
議
」
の
現
在

ま
で
行
わ
れ
た
会
議
内
容
、

ま
た
、
今
後
の
会
議
の
予
定

等
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

第
１
回

の
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
を
、

平
成
25
年
11
月
21
日
に
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

会
議
の
内
容
は
、
子
ど

も
・
子
育
て
会
議
の
設
置
の

目
的
、
ニ
ー
ズ
調
査
表
の
内

容
確
認
、
今
後
の
審
議
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
議
題
と
し

て
開
催
し
ま
し
た
。

問児
童
人
権
班
長

　

今
後
の
予
定
に
つ
い
て

は
、
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
を

基
に
、
鞍
手
町
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
の
素
案

資
料
と
な
る
平
成
27
年
度

か
ら
平
成
31
年
度
ま
で
の
児

童
数
や
、
学
童
ク
ラ
ブ
の
利

用
者
数
な
ど
の
見
込
み
量
の

算
出
作
業
等
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
７
月
の
上
旬
に
第

２
回
目
の
会
議
を
開
催
し
ま

す
。

本
町
で
も
指
導
員
の

い
ま
置
か
れ
て
い
る

条
件
、
環
境
、
人
材
の
確

保
な
ど
改
善
す
る
点
が
か
な

り
多
く
あ
る
よ
う
で
す
が
、　

こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
。
ま
た
、
運
営
者
へ
の

指
導
を
含
め
、
今
後
ど
う

す
る
か
な
ど
の
具
体
案
は
。

鞍
手
町
内
３
ヶ
所

の
学
童
ク
ラ
ブ
に
委
託
料
と

し
て
総
額
で
約
１
７
５
０
万

円
を
、
別
に
、
町
単
独
の
学

童
保
育
補
助
金
と
し
て
総
額

で
４
５
９
万
５
千
円
を
支
出

し
、
人
件
費
や
光
熱
水
費

問

等
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

今
後
、
学
童
保
育
所
３
ヶ

所
の
単
独
運
営
者
と
意
見
交

換
を
し
、
処
遇
の
改
善
に
向

け
て
も
鋭
意
善
処
し
て
い
き

ま
す
。

町
長

町長
「鋭意善処していきます」答

学童保育のより一層の拡充
が必要では？問

一般質問
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熊井　照明 議員

▶老朽化した空き家

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

も
の
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

不
審
者
が
侵
入
し
た
り
、

放
火
さ
れ
る
と
い
っ
た
心
配

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
屋
根
や

壁
が
朽
ち
て
、
強
風
の
日
に

は
屋
根
や
外
壁
の
一
部
が
飛

び
散
り
そ
う
で
、
付
近
の
住

民
が
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

定
住
促
進
条
例
が
制

定
さ
れ
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
家
屋
が
新
築
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
受
け
ま

す
。
し
か
し
、
空
き
屋
も
増

え
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

　

長
年
放
置
さ
れ
て
傷
み
が

ひ
ど
く
な
り
、
窓
や
入
り
口

が
壊
さ
れ
た
の
か
、
簡
単
に

建
物
の
内
部
に
入
る
こ
と
が

問

　

本
町
の
空
き
屋
等
の
現
状

を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い

る
か
。

人
が
住
め

る
空
き
屋
の
現
状
は
、
把
握

し
て
い
ま
せ
ん
。
老
朽
化
し

た
空
き
屋
の
把
握
に
つ
い
て

は
、
区
長
や
住
民
か
ら
の
連

絡
に
よ
り
、
現
地
に
行
き
確

認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
統
計
調
査
で

は
、
住
宅
総
数
７
６
４
０
戸

で
賃
貸
等
を
含
め
た
空
き
家

は
１
０
８
０
戸
で
す
。

老
朽
化
し
た
家
屋
等

に
対
す
る
苦
情
や
相

談
件
数
と
、
そ
の
後
の
対
策

は
。 総

務
課
長

区
長
等
か

ら
の
連
絡
に
よ
り
現
地
調
査

し
、
所
有
者
等
を
調
べ
文
書

で
危
険
回
避
措
置
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
・
25
年
度
２
年
間

の
空
き
屋
の
相
談
件
数
は
23

件
。
そ
の
内
、
所
有
者
が
確

認
で
き
、
文
書
で
通
知
し
た

件
数
は
19
件
で
撤
去
さ
れ
た

の
が
２
件
で
す
。

老
朽
化
し
た
空
き
屋

の
相
談
窓
口
は
。

総
務
課
で

す
。

法
律
に
基
づ
か
な
い

文
書
は
、
何
ら
効
力

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

条
例
を
制
定
し
、
皆
さ
ん

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

空
き
屋
等
の
適
正
管
理
に

関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
考

え
は
。

総
務
課
長

問総
務
課
長

問

国
も
、
法
整
備

に
向
け
動
い
て
い
る
よ
う
で

す
。
ま
ず
は
国
が
立
法
し
て

か
ら
考
え
ま
す
。

空
き
屋
を
有
効
活
用

し
、
人
口
を
増
や
す

た
め
に
も
空
き
屋
バ
ン
ク
制

度
を
創
設
す
る
考
え
は
。

町
長問

前
向
き
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

町
長

答
町
長
「
国
が
法
律
を
制
定
し
て

か
ら
考
え
ま
す
」

老
朽
化
し
た
空
き
屋
等
の
適
正
管
理
に

関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
考
え
は
？

問

問

一般質問
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田中  二三輝 議員

▶足元が悪い小学校の校庭

鞍手中学校に関する工事の
進捗状況は？

答教育長「工事は予定どお
り進んでいます」

問

鞍
手
中
学
校
の
開
校

が
、
い
よ
い
よ
来
年

の
４
月
と
迫
っ
て
来
て
お
り

ま
す
。

　

中
学
校
の
改
修
工
事
と
通

学
路
の
整
備
等
に
つ
い
て
進

捗
状
況
と
問
題
点
は
。

学
校
施
設
整

備
工
事
に
つ
い
て
は
、
問
題

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

通
学
路
整
備
は
、
用
地
買

収
で
、
一
部
難
航
し
て
い
る

箇
所
が
あ
り
ま
す
。

問教
育
長

各
小
学
校
の

状
況
を
調
査
し
、
必
要
に
応

じ
舗
装
等
の
整
備
を
検
討
い

た
し
ま
す
。

　

全
部
舗
装
す
る
と
い
う
の

は
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、

必
要
な
箇
所
は
早
急
に
や
っ

て
い
き
た
い
。

教
育
長

両
中
学
校
の
教
員
や

生
徒
の
交
流
を
行
い
、

落
ち
着
い
た
状
況
で
授
業
に

臨
め
る
よ
う
配
慮
し
て
い
く

と
言
っ
て
い
た
が
。

生
徒
の
交
流

に
つ
い
て
は
、
部
活
動
の
合

同
チ
ー
ム
を
新
人
戦
か
ら
実

施
の
予
定
で
す
。

　

生
徒
会
は
、
新
中
学
校
移

行
時
に
ス
ム
ー
ズ
に
組
織
が

立
ち
上
が
る
よ
う
に
準
備
し

て
い
ま
す
。

　

教
師
間
の
交
流
は
、
両
方

の
教
員
が
絶
え
ず
連
係
プ

レ
ー
で
様
々
な
取
り
組
み
を

現
在
ま
で
重
ね
、
共
通
理
解

を
図
る
よ
う
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
。若

い
世
代
の
親
た
ち

が
、
子
ど
も
達
を
通

わ
せ
た
い
と
思
う
魅
力
的
な

中
学
校
を
目
指
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
ど
の
よ
う
な
教
育

方
針
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

教
育
長

問 問

両
校
長
が
、

「
自
ら
生
き
る
力
を
育
み
、

人
間
性
豊
か
に
た
く
ま
し
く

生
き
抜
く
生
徒
の
育
成
」
を

目
標
と
し
て
上
げ
て
い
ま

す
。

　

教
育
方
針
と
し
て
、
人
間

尊
重
の
精
神
を
基
盤
と
し
た

豊
か
な
感
性
を
育
て
る
教
育

を
大
成
す
る
。
ま
た
校
長
が

目
指
す
学
校
教
育
目
標
の
達

成
に
向
け
、
全
教
職
員
が
機

能
的
、
協
働
的
、
創
造
的
に

教
育
活
動
を
行
う
組
織
体
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
職
務

の
遂
行
に
努
め
る
と
共
に
、

地
域
に
開
か
れ
た
学
校
を
目

指
す
と
い
う
も
の
で
す
。

保
護
者
か
ら
の
相
談

を
受
け
、
各
小
学
校

を
視
察
し
校
庭
内
の
舗
装
を

提
案
し
た
い
と
思
う
が
。

問 教
育
長

一般質問

各
小
学
校
の
校
庭
改
修
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昨
年
か
ら
中
学
校

の
統
合
に
向
け
て
歩
道
の
整

備
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
そ
う
い
う
危
険
な

場
所
を
中
学
校
の
歩
道
の
整

備
と
同
時
並
行
し
て
調
べ
、

優
先
順
位
を
決
め
て
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

宇田川　亮議員

▶障がい者用電動車いすが入ることが難しい歩道

公
共
施
設
の
除
草
・
剪
定
工
事
は
、
施

設
管
理
者
の
意
見
を
聞
く
べ
き
で
は
？

答
町
長
「
聞
き
取
り
調
査
を

行
っ
て
い
き
ま
す
」

問
一般質問

現
状
で
は
、

各
施
設
の
管
理
者
等
に
対
し

て
直
接
要
望
等
の
聞
き
取
り

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
要
望
等

が
あ
れ
ば
予
算
の
範
囲
内
で

対
応
し
て
い
ま
す
が
、
な
け

れ
ば
前
年
度
と
同
じ
工
事
内

容
で
発
注
し
て
い
ま
す
。

一
年
に
２
回
剪
定
し

て
い
る
箇
所
が
あ
れ

ば
、
１
回
に
減
ら
し
て
、
他

の
樹
木
を
扱
え
ば
、
今
の
予

算
の
範
囲
内
で
整
備
さ
れ
て

い
く
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
、
各
施
設
の
管
理
者

等
に
、
こ
の
箇
所
の
除
草
・

剪
定
工
事
を
や
り
た
い
が
ど

う
か
と
い
う
話
を
し
て
、
毎

年
確
認
す
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
う
が
。

町
で
は
、
老
人
対
策

事
業
と
し
て
学
校
や

保
育
所
、
公
民
館
等
の
公
共

施
設
の
除
草
、
剪
定
工
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
毎
年
同
じ
箇
所
を
工

事
し
て
い
る
た
め
、
何
年
も

伸
び
続
け
て
い
る
樹
木
が
あ

り
、
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
手

が
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

問

る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

除
草
工
事
に
つ
い
て
も
、
ほ

と
ん
ど
草
が
生
え
て
な
い
箇

所
も
あ
り
ま
す
。

　

各
施
設
の
管
理
者
等
に
良

く
話
を
聞
い
て
、
そ
の
都
度
、

そ
の
年
に
見
合
っ
た
工
事
を

発
注
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
う
が
、
管
理
者
等
の
意
見
、

要
望
等
の
聞
き
取
り
は
。

建
設
課
長

私
も
そ
う
思
い
ま

す
。
凹
と
凸
が
き
ち
ん
と
噛

み
合
う
よ
う
に
な
る
の
が
一

番
無
駄
が
な
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は

聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
、

鋭
意
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

電
動
車
い
す
や
手
押

し
車
等
で
歩
道
を
通

行
す
る
際
、
歩
道
事
態
が
狭

い
だ
け
で
な
く
、
草
が
生
え

て
い
た
り
、
溝
蓋
が
ゆ
が
ん

で
い
た
り
し
て
通
れ
な
い
箇

所
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
歩
道
に
よ
っ
て
は

フ
ラ
ッ
ト
で
な
く
、
傾
い
て

い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ

を
電
動
車
い
す
や
手
押
し
車

で
通
行
す
れ
ば
、
転
倒
や
勢

い
で
車
道
に
出
て
い
く
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

　

町
と
し
て
、
危
険
箇
所

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
確
認

し
、
毎
年
点
検
す
べ
き
で
は
。

問

町
長問 電

動
車
い
す
等
の
歩
道
の

安
全
通
行
確
保
を

町
長



　

土
地
開
発
公
社
が
昭
和
54
年
10
月
26
日
に

設
立
さ
れ
て
以
来
、
町
に
代
わ
っ
て
公
共
用

地
等
の
取
得
、
管
理
処
分
等
を
行
っ
て
き
ま

し
た
が
、
大
規
模
な
土
地
の
先
行
取
得
を
必

要
と
す
る
事
業
の
予
定
が
な
く
、
国
が
事
業

計
画
の
な
い
公
社
は
解
散
す
る
よ
う
指
導
通

達
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
社
解
散
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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国民健康保険税の軽減拡充
専決処分の承認（国民健康保険税条例の改正）

臨 

時 

会
平
成
26
年
第
３
回
臨

時
会
が
５
月
14
日
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
及
び
介

護
納
付
金
課
税
額
の
課
税
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
従
来
２
割
軽
減
か
ら
５
割
軽
減
へ
の
対
象
者
へ
移
行
す

る
保
険
税
軽
減
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

▼
全
員
賛
成
で
可
決

土
地
開
発
公
社
の
解
散
を
可
決

清
算
業
務
終
了
後
に
解
散
を
予
定▼

全
員
賛
成
で
可
決

後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
及
び
介
護

納
付
金
税
額
に
係
る
課
税
限

度
額
の
引
き
上
げ
な
ど
に
よ

り
、
低
所
得
者
層
の
税
負
担

に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る

の
か
。

国
民
健

康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
に
つ
い

て
、
町
内
加
入
世
帯
数
で
見

る
と
、
改
正
前
は
５
割
軽
減

１
８
０
世
帯
、
２
割
軽
減

３
８
８
世
帯
で
し
た
。
改
正

後
は
５
割
軽
減
が
４
０
４

問

世
帯
、
２
割
軽
減
が
３
２
５

世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
納
付
金
課
税

額
に
つ
い
て
は
、
５
割
軽
減

１
０
３
世
帯
、
２
割
軽
減

１
９
９
世
帯
で
し
た
。
改
正

後
は
５
割
軽
減
が
２
１
０
世

帯
、
２
割
軽
減
が
１
５
８
世

帯
で
す
。

　

全
体
的
に
は
、
税
負
担
の

軽
減
に
な
っ
て
い
ま
す
。

法
人
登
記
事
項
に
よ
る
と
、

理
事
長
が
亡
く
な
っ
た
状
況

か
ら
変
更
が
な
く
、
実
態
の

な
い
学
校
法
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。公

社
解
散
の
今
後
の

予
定
は
。

議
会
の

議
決
後
、
県
知
事
の
認
可
を

受
け
た
時
に
解
散
と
な
り
ま

す
。
土
地
開
発
公
社
が
解
散

し
た
時
は
公
社
の
理
事
が
清

算
人
と
な
り
、
そ
の
職
務
は
、

一
．
現
務
の
結
了

二
．
債
権
の
取
立
て
及
び
債

　
　
務
の
弁
済

三
．
残
余
財
産
の
引
渡
し

問政
策
推
進
課
長

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

学
校
法
人
に
対
す
る
損
害

金
は
、
清
算
人
が
取
立
て
を

行
う
が
、
不
可
能
と
し
て
債

権
放
棄
か
、
町
の
残
余
財
産

と
し
て
引
き
継
が
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

今
後
、
清
算
業
務
が

始
ま
り
、
債
権
債
務

が
確
定
し
た
後
、
町
は
ど
の

よ
う
な
計
画
を
も
っ
て
い
る

の
か
。

残
余
財

産
の
一
部
は
、
か
ん
が
い
基

金
に
返
し
、
債
権
の
取
立
て

と
し
て
、
一
部
請
求
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問政
策
推
進
課
長

学
校
法
人
の
債
務
に

対
す
る
請
求
権
は
だ

れ
に
及
ぶ
の
か
。

契
約
の

相
手
方
は
、
学
校
法
人
国
際

電
子
整
備
学
園
な
の
で
、
個

人
に
賠
償
請
求
が
及
ぶ
こ
と

も
な
く
、
亡
く
な
っ
た
理
事

長
の
遺
族
に
も
及
ぶ
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
法
人
の
現
在
の

活
動
状
況
は
。　現

況
は

問問

税
務
住
民
課
長

政
策
推
進
課
長

政
策
推
進
課
長

疑
か
ら

質

疑
か
ら

質
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●
国
民
健
康
保
険
税
条
例

　
の
改
正

●
平
成
25
年
度
一
般
会
計

　
補
正
予
算

●
平
成
25
年
度
住
宅
新
築

　
資
金
等
特
別
会
計
補
正

　
予
算

●
平
成
25
年
度
流
域
関
連

　
公
共
下
水
道
事
業
特
別

　
会
計
補
正
予
算

●
平
成
25
年
度
か
ん
が
い

　
施
設
維
持
管
理
運
営
費

　
特
別
会
計
補
正
予
算

● 

平
成
25
年
度
谷
山
池　

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
水
利
施

　
設
維
持
管
理
運
営
費
特

　
別
会
計
補
正
予
算

●
平
成
25
年
度
泉
水
団
地

　
改
良
住
宅
移
設
事
業
特

　
別
会
計
補
正
予
算

専
決
処
分

　
　
の
承
認

▼
全
員
賛
成
で
承
認

一
般
質
問

手
話
通
訳
開
始
‼

　副町長の本松吉憲氏の後任に阿部　
哲氏を全会一致で選任、同意しました。

●新副町長に阿部氏

【あいさつ】
　このたび副町長を拝命し、その重責
に身が引き締まる思いです。微力では
ありますが、町長を補佐し、町が良く
なるように誠心誠意努めますので、よ
ろしくお願いいたします。

【略　歴】
　昭和 49 年４月　鞍手町役場奉職、
議会事務局長、企画財政課長、総務
課長、会計管理者を歴任して、平成
23 年３月退職。
　平成 23 年４月より社会福祉法人
鞍手町社会福祉協議会事務局長とし
て現在に至る。

阿あ

部べ　
哲さ
と
し　
氏

●
固
定
資
産

久く

ぼ

た
保
田　
隆り
ゅ
う
い
ち一　
氏

　平成 26 年４月１日付、人事異動に
より、後任の久保田　隆一税務住民課
長を固定資産評価員に選任することに
同意しました。

評
価
員
の
選
任

　

昨
年
は
１
回
議
会
傍
聴

し
ま
し
た
。
ま
た
、
ろ
う
あ

者
に
連
絡
し
た
り
、
大
変
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
も
他
の
ろ
う
あ
者

に
呼
び
か
け
、
町
で
の
問
題

点
や
小
中
学
校
等
の
内
容

も
わ
か
り
、
今
後
も
ぜ
ひ
参

加
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

（
木
月
区　
阿
高
一
成
さ
ん
） 　

初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。

　

い
ろ
い
ろ
情
報
を
聞
い
て

と
て
も
内
容
が
難
し
か
っ
た

で
す
が
、
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。

　

次
回
の
議
会
も
傍
聴
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
猪
倉
区　
添
田
保
子
さ
ん
）

　

初
め
て
議
会
の
傍
聴
に

参
加
し
て
、
大
変
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。

　

で
も
途
中
で
一
度
休
み

を
入
れ
て
い
た
だ
け
た
ら

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

（
中
山
北
区

　
小
野
夏
代
さ
ん
）

ち
ょ
っ
と
一
言

議
会
を
傍
聴
し
て

▶平成 26年 6月 10 日　読売新聞より
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議
会
だ
よ
り
は
、
平
成
２
年

３
月
定
例
会
後
の
５
月
１
日
に

第
１
号
が
発
行
さ
れ
て
以
来
、

25
年
が
経
ち
ま
し
た
。

　

昨
年
、
１
０
０
号
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
全
紙
面
の
カ
ラ
ー

化
や
見
出
し
の
付
け
方
、
写
真

の
大
き
さ
な
ど
を
工
夫
し
、
見

や
す
く
て
親
し
み
や
す
い
紙
面

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

議
会
で
は
住
民
の
生
活
に
身

近
な
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
議
会
だ
よ
り
が
議
会
の

内
容
を
分
か
り
や
す
く
、「
伝
わ

る
広
報
」
に
な
る
よ
う
編
集
委

員
一
同
、
心
が
け
て
参
り
ま
す

の
で
、
今
後
と
も
ご
愛
読
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

（ 

岡
﨑　
邦
博 

）

■
編 

集 

後 

記

発
行
責
任
者

議
会
議
長  　
川　
野　
高　
實

編
集
ス
タ
ッ
フ

委 

員 

長  　
岡　
﨑　
邦　
博

副
委
員
長  　
宇
田
川　
　
　
亮

委　
　
員  　
田　
中　
二
三
輝

委　
　
員  　
熊　
井　
照　
明

委　
　
員  　
須　
藤　
敏　
夫

委　
　
員  　
須　
山　
由
紀
生

く
ら
て
議
会
だ
よ
り

第
103
号
●
発
行
／
福
岡
県
鞍
手
町
議
会　

 

●
編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会　
〒
８
０
７-

１
３
９
２  

福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
大
字
中
山 

３
７
０
５　
☎ 
０
９
４
９
（
42
）
２
１
１
１　

  

●
印
刷
所
／
社
会
福
祉
法
人  

福
岡
コ
ロ
ニ
ー

議会を傍聴しませんか
　議会はだれでも一般質問・議案質疑を傍聴できます。
　受付は、当日に議会事務局で行います。
　また事前予約により、一般質問が手話通訳で傍聴できます。
　一般質問を傍聴する方の希望に応じ、手話通訳者を派遣し
ています（無料）。
■問い合わせ　議会事務局　☎ 42 局 2111 番（内線 331）

（次回は、9月議会です。） 表紙の写真を募集しています

☎ 42 局 2111 番（内線 331）

　議会だより編集委員会では、表紙に載せ
る写真を募集しています。
今年のテーマは、

「少年スポーツ団体」です。
詳しくは、議会事務局までご連絡ください。

＜男子＞
　バスケットを通じて子どもたちの育成や挨拶はもちろ
んのこと、厳しい練習の中でも元気に明るく仲間を思い
やるチームです。
　今年は、県大会出場を目指し日々の練習を頑張ってい
ます。

＜女子＞
　私たちは、バスケット大好き２０人です。
何事にも諦めず頑張っています。
　チームは、ゲームに出ている選手だけではなく、２０
人全員が一つのチームとして目標達成に向けた気持の大
切さ「チームワーク」を身に付け思いやりのある人とし
て成長してくれるよう指導しています。
　
　町立体育館にミニバスケット用ゴールが付き、みんな
頑張っています。
　しかしながら、ゴールが１コートしかなく、鞍手での
大会開催が出来ない状況です。
　ぜひ、２コートにゴールを設置して下さい。
　これからも、あたたかい応援をよろしくお願いします。

●練習日　　
   火曜日・木曜日　18：00 ～ 20：00
　土曜日　　　　　   9：00 ～ 13：00
●練習場所　剣北小学校体育館または町立体育館
●代表者　上野　深雪　　連絡先　090-7475-3828

剣ミニバスケットボールクラブ 表紙の紹介
キラッと輝く鞍手っ子‼


